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第 1回 木津川上流管内河川レンジャー(試行)懇談会 

議 事 要 旨 
 

(開催要領) 

 

  開催日時：平成 20 年 3 月 4日(火) 14:00～16:00 

  開催場所：名張商工会議所 産業振興センター 多目的ホール アスピアⅠ(１F) 

 

 

(議事次第) 

 

 1. 開会のあいさつ 

 2. これまでの経緯について       資料-1 

 3. 運営要領(案)について        資料-2 

 4. 公募要領(案)について        資料-3 

 5. 今後のスケジュールについて     資料-4 

 6. その他 

 7. 閉会のあいさつ 

 

 

(議事内容) 

 

 1. 開会 

   はじめに、出席委員の互選により座長として木本委員の選任、事務局による配布資料の確

認ならびに出席委員の紹介後、木本座長の議事進行のもと、桜井委員からの懇談会開催に際

しての挨拶が行われた。 

 

 2. これまでの経緯について 

   木本座長の議事進行のもと、事務局より「資料-1」に基づき、木津川上流管内河川レンジ

ャーのこれまでの取り組みの経緯について説明が行われた。 

   本議題に関しての委員の主な意見は以下のとおり。 

 

   ○河川レンジャーとは、河川整備あるいは河川管理への住民参加の一つの手法であると考

えられる。したがって、河川レンジャーとは、独立して活動し、それを河川管理者が支

援するといった形での住民参加のあり方の一つである。そのことを河川管理者も、河川

レンジャーになる人も、十分意識したうえで活動していただきたいと願っている。 

 

 3. 運営要領(案)について 

   木本座長の議事進行のもと、事務局より「資料-2」に基づき、これまで 2 回に渡り開催し

た懇談会準備会において検討された運営要領(案)について説明が行われた。 

   本議題に関しての委員の主な意見は以下のとおりとし、それらを踏まえ事務局にて再検討

及び修正を行うことで運営要領(案)を承認することとした。 
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  (1)河川レンジャーの活動範囲及び活動拠点について 

   ○第 7 条の（河川レンジャーの活動範囲及び活動拠点）について、木津川上流管内とは具

体的にどの範囲なのか。 

   → 将来的には木津川上流域の三重県、奈良県、京都府の 1 府 2 県を活動範囲とすること

を考えているが、当面の間は、三重県内の近畿地方整備局木津川上流河川事務所直轄

区域を活動範囲と考えている。 

 

  (2)河川レンジャーの定員について 

   ○第 8 条の(河川レンジャーの定員)について、若干名としているが、定員のバランスを考

慮した選任方法とするのか。 

   → 河川レンジャーの配置等の計画については、懇談会ならびにレンジャー会議で議論し

ていただきたい。 

 

  (3)河川レンジャーの任命基準について 

   ○第 9 条の（河川レンジャーの任命基準）について、公共施設の不正使用等の法令に違反

する行為は数多くあると考えられるが、代表的なものとして考えているものは何か。 

   → 公共施設の不正使用については、例えば河川周辺への常習的な不法駐車などがあげら

れ、公共施設についての認識をしっかりと持っていただいている方が、河川レンジャ

ーとして河川の指導的な立場に立っていただけると考えている。   

 

  (4)河川レンジャーの活動内容について 

   ○第 10 条の（河川レンジャーの活動内容）について、不法投棄の状況把握としているが、

どのような手法で行われるのか。 

   → 河川レンジャーは、取締りや違反切符を発行する権限を持つ役割ではなく、例えば活

動に参加していただく住民の皆様とともに、「なぜこんなにたくさんゴミがこの場所に

捨てられるのだろうか」「どうすればこのゴミを減らすことができるか」「ここに捨て

られないようにすることができるか」というようなことを一緒に考えたり、不法投棄

が発見された場合には河川管理者に通報するといった、あまり危険を伴わない範囲で

の活動を行うものと考えている。 

   ○第 10 条に掲げられた河川レンジャーの活動内容は、河川レンジャーになった方が全て行

わなければならないものではなく、たとえばいままでの活動の中で、「川の魚について詳

しい知識を持っている」「環境保全活動の経験がある」「ゴミの問題について市民活動と

していろいろ取り組んできた経験がある」といった方にまず河川レンジャーになってい

ただき、その後、河川管理者や各方面の専門家の講師による研修等にて第 10 条に掲げら

れたその他の活動についても理解を深め、地域住民あるいは活動の参加者に対して説明

や指導ができるようになっていただきたいと考えている。 

 

  (5)河川レンジャー候補者の決定及び登録について 

   ○第 11 条の(河川レンジャー候補者の決定及び登録)について、河川レンジャー希望者の登

録期間内の方で、プレゼンテーションに合格されなかった方は、講座を再受講すること

となるのか。 

   → 河川レンジャー希望者の登録期間内で、プレゼンテーションに合格しなかった方、あ



 - 3 -

るいは河川レンジャーの募集定員の都合により選任されなかった方は 3 年間を待機期

間とする。 

   → 待機期間の候補者が複数名いる場合の選定方法については、今後の議論の中で細則の

規定を含めて、適切な運用を図りたいと考えている。 

 

  (6)保険の加入・事故の責任について 

   ○第 20 条(保険の加入)ならびに第 21 条(事故の責任)について、河川レンジャーは屋外で

活動することが多いと考えられるが、不測の事態により、河川レンジャー自身または活

動に参加する方や活動を支援してくれる方が事故に遭うかもしれない。そのような場合の

保障や責任について説明をお願いしたい。 

   → 河川レンジャーは、年間の傷害保険等へ加入することとしており、催し物等については、

レジャー保険等に加入することとしている。また、事故の責任については、河川レンジャ

ーの任命において、本要領(案)にて委嘱を運営業務受託者が行うこととなっているた

め、雇用等の関係により、責任については、法律上適正な範囲内であれば運営業務受

託者が負うものとしている。 

   ○「法律上適正な責任の範囲内で運営業務受託者が負うものとする」は適切であるか。 

   → 運営業務受託者が河川レンジャーに対して必ず保険に加入し、何か問題により責任を

問われた場合に、法律上適正な範囲内で運営業務受託者が責任を負うということになっ

ているため問題はないと考える。 

 

  (7)講座受講について(補足) 

   ○第 33 条の(講座の受講要件)の補足として、発見講座というのは満 18 歳以上の方であれ

ばどなたでも受講していただけることとしており、これは、木津川のファンを幅広く増

やそう、木津川のことを一般の方にもよく知ってもらいたいという目的のために設けら

れた講座としている。 

 

  (8)レンジャー候補者について 

   ○第 39 条の(レンジャー会議の役割)について、推薦委員会から推薦された河川レンジャー

候補者は、必ずレンジャー会議にて任命されるのか。 

   → 推薦委員会は、行政 2機関と学識経験者並びに見識者を 5名(懇談会から 2名、新たに

3名)の構成を考えており、基本的に懇談会等における行政機関のいろんな情報を把握

の上、選定することを前提としているため、原則として推薦委員会の審査により決定

した候補者はレンジャー会議にて河川レンジャーとして任命されると考えている。 
 

  (9)レンジャー会議の構成について 

   ○第 40 条の(レンジャー会議の構成)について、「その他必要に応じて若干名」としている

が、どのような場合を想定しているのか。 

   → 地域特性等に精通した方のご意見を伺いたい場合を想定し、レンジャー会議が召集す

ることとしている。 

   ○河川レンジャーには、土木技術者が得意とする治水だけではなく、文化活動や歴史等、

土木以外の分野からも任命されることが想定される。その場合、レンジャー会議の委員

は、ほとんどが土木分野からの構成となっており、レンジャー会議委員の「その他必要

に応じて若干名」ということで、色々な分野の方に委員として議論していただくとは思
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われるが、様々な事柄について、会議の中で全て議論することは困難ではないのか。 
   → 懇談会には、現在、環境・法律・まちづくり等分野の先生方に入っていただいており、

色々なところでまとまりのないものについては、懇談会の意見をお聞きすることで、

偏ることのないようにと考えているが、運用する上で支障が生じた場合はすぐに懇談

会での検討を行いたいと考えている。 

 

  (10)その他 

   ○漁業協同組合等との調整や交渉等が必要な場合は河川レンジャーが直接行うのか。 
   → 本事項は、河川管理者に対応していただく事柄であり、河川レンジャーが、川に権利

を持った方々と直接折衝することは望ましくないのではないか。 
   → 河川利用者の中には漁業協同組合や農業協同組合等の方も含まれており、河川レンジャ

ーには、そういう方々との間においてもコーディネートしていただくことを役割と考

えているが、調整や交渉については、河川管理者が責任をもって行わなければならな

い部分であれば河川管理者が当然行うべきであると考えている。 
   → 案件によって線引きが難しいこともあるため、それらについてはレンジャー会議にて

議論して判定していけばどうか。 
 
 
 4．公募要領(案)について 

   木本座長の議事進行のもと、事務局より「資料-3」に基づき、公募要領(案)について説明

が行われた。 

   本議題に関しての委員の主な意見は以下のとおりとし、それらを踏まえ事務局にて再検討

及び修正を行うことで公募要領(案)を承認することとした。 

 
  (1)河川レンジャー養成講座の受講資格について 

   ○「木津川上流管内の住民又はこの地域に通勤通学する満 18 歳以上の方」とあるが、「木

津川上流管内」という範囲は、一般住民にはわかりづらいため、具体的な市町村名等を

明記した方が良いのではないか。 

   → 三重県内の直轄区域について、一般の方にわかりやすく理解していただけるように公

募要領(案)を一部修正する。 
 

  (2)河川レンジャーの定員について 

   ○河川レンジャーの応募定員を若干名としているが、今年度は何名を想定されているのか。 

   →今年度は 3名程度を想定している。 

   ○将来的(5 年先)には何名を想定されているのか。 

   → 具体的な数字は答え難いが、将来的に宇陀川の上流域や木津川の下流域に範囲を延伸

していく中で、それぞれの地域や分野において詳しい知識を持った方に受け持ってい

ただきたいと考えている。 

   ○公募要領(案)の中で、河川レンジャーの定員について「募集する河川レンジャーの部門

は、防災・減災、環境、川づくり、まちづくり等」としているが、河川レンジャーの主

な活動内容から絞り込んで設定されたものなのか。 

   →主な活動内容について総合的に記載している。 

   →わかりにくい構成となっているため、削除する。 
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  (3)その他 

   ○公募要領は、パンフレットやホームページ等により広報すると思われるが、河川レンジ

ャーの年間活動日数や報酬、保険等に係わる様々な条件について、記載した方が良いの

ではないか。 

   → 本事項については、木津川上流河川事務所と相談上、検討させていただきたい。 

 

 5. 今後のスケジュールについて 

   木本座長の議事進行のもと、事務局より「資料-4」に基づき、今後のスケジュールについ

て説明が行われ、原案のとおり承認された。 

 

 

 6. その他 

   木本座長の議事進行のもと、当日参加していただいた、近畿地方整備局淀川河川事務所な

らびに琵琶湖河川事務所ご担当者より、それぞれの事務所での河川レンジャーの活動状況に

ついてご説明をいただき、今後、情報共有や河川レンジャーの交流等、連携・協同して運用

していきたいとし、その後、一般の傍聴者よりご意見をいただいた。 

   一般の傍聴者からのご意見は以下のとおり。 

 

   ○河川レンジャーに任命された場合、活動拠点である遊水スイスイ館には月に何度通うこ

とになるのか。 

   → 常勤するということではなく、スイスイ館の会議室を使って勉強会を開催する時など

に利用していただきたいと考えている。また、将来的には流域センターとしての役割

を充実させ、河川レンジャーの活動や地域の人たちが比較的自由に施設を利用し、様々

な川や水に係わる活動を行っていただく場となることを期待している。 

   → 河川レンジャーの自主的な運営として、年間計画やレンジャー会議の中で議論してい

ただきたい。 

   ○子どもを川に近づけない、どうしても連れて行きたくない、子どもが川で遊んでいれば

すぐに学校へ通報するというような昨今の状況の中で、学校等にも理解を示していただ

く必要があり、教育委員会の関係の方にも懇談会等のメンバーとして入っていただくこ

とも考えていただきたい。 

   → 教育委員会との調整等については、漁業協同組合等と同じようにレンジャー会議にて

議論して判定していけば良いのではないか。 
   → 河川レンジャーのような制度が定着し、責任を持って子どもを川で遊ばせてくれるこ

ととなれば、子どもを川で遊ばせたいため、一緒に指導してほしいといった依頼をい

ただけるような社会になると期待している。 
 

 7. 閉会 

   事務局の木津川上流河川事務所橋本副所長より閉会の挨拶が行われ、「第 1回木津川上流河

川レンジャー(試行)懇談会」を閉会した。 



 

 

第 1 回 木津川上流管内河川レンジャー(試行)懇談会 

 

次 第 

 

 

 

      日時：平成 20 年 3 月 4日(火) 14:00～16:00 

      場所：名張商工会議所 産業振興センター 多目的ホール アスピアⅠ（１F） 

 

 

 

 

1. 開会のあいさつ 

 

2. これまでの経緯について 

 

3. 運営要領(案)について 

 

4. 公募要領(案)について 

 

5. 今後のスケジュールについて 

 

6. その他 

 

7. 閉会のあいさつ 

 

 

 

資料-1 

 

資料-2 

 

資料-3 

 

資料-4 

 

 





資料-1 

連携 

学校・教育

関係者 

住民 

NPO 

自然保護

団体 

文化活動

団体 

地縁的 

組織 

河川 

利用者 

河川管理者 

河川レンジャー 

自治体 

助言

支援

助言 

支援 

連携 

助言 

支援 

河川レンジャーの関係図 

 

●発足の経緯 

 平成 19 年 8 月、「淀川水系河川整備計画原案」において、以

下の内容が提言されました。 

 

  ・これからの河川整備は、流域のあらゆる関係者が、情報

や問題意識を共有しながら日常的な信頼関係により連

携・協働していくことが必要(参加型の河川整備)  

  ・行政と住民との間に介在してコーディネートする主体 

(河川レンジャー)の役割に期待 

 

 これを受け、木津川上流河川事務所では、流域住民との連携・

協働による参加型の河川整備を実現させるべく、平成 17 年度よ

り一部計画・検討等しておりました河川レンジャー事業の本格

的な活動に向けて始動する運びとなりました。 

 

●これまでの活動経緯 

○「木津川上流管内河川レンジャー懇談会準備会」の開催 

 河川レンジャーの運営における最高組織を「木津川上流管内河川レンジャー懇談会(以下、懇談会)」と

し、事業の本格的運用開始として平成 19 年度末に設立させることを目標に「懇談会準備会」を設立しま

した。 

 懇談会準備会は、これまで 2回開催し、河川レンジャーの運営についての各種要領を定めた「木津川上

流管内河川レンジャー運営要領(案)及び細則(案)」を検討しました。 

 

■懇談会準備会委員(順不動) 

氏  名 組織・役職 

木本 凱夫 氏(座長) 元三重大大学院生物資源学 共生環境学 

川上  聰 氏 NPO 法人全国水環境交流会理事 

手塚 和男 氏 三重大学教育学部 憲法 

筒井 琢磨 氏 皇學館大学社会福祉学部 街づくり研究会 

桜井  力 氏 国土交通省近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 

 

■懇談会準備会開催状況 

年 月 日 内  容 

第 1 回木津川上流管内河川レンジャー懇談会準備会 平成 19 年 10 月 27 日 

 ・設立 ・運営要領(素案)の検討 

第 2 回木津川上流管内河川レンジャー懇談会準備会 平成 19 年 12 月 5 日 

 ・運営要領(素案)及び細則(素案)の検討 

 

●河川レンジャーについて(運営要領より抜粋) 

 

木津川上流管内河川レンジャー これまでの経緯 

河川レンジャーの役割 河川レンジャーの活動内容 

河川レンジャーは、行政と住民との間に立って、防災

学習や水防活動等の防災を推進する活動、河川に係わ

る環境学習等の文化活動や動植物の保全等の活動を

実施するとともに、不法投棄の状況把握や河川利用者

への安全指導など、河川管理者が責任を果たさなけれ

ばならないもの以外で、比較的穏便で危険を伴わない

範囲における河川管理上の役割を担い、河川と地域と

の良好な関係を構築する。 

 

・減災・救援・救難の推進を図る活動 

・河川の環境保全を図る活動 

・河川の適正な利用の推進を図る活動 

・節水意識の普及・啓発活動 

・日常的な河川管理活動 

・河川に係わる歴史・文化の普及・啓発活動 

・河川行政と地域・住民・住民団体のコーディネートを図る活動 

・川づくり・まちづくりへの参画・支援活動 

・木津川上流に関心を持ち愛護する人材を育成する活動 

・河川レンジャー活動に関するニュースの発行等の情報の発信 等 













































資料-4 

木津川上流管内河川レンジャー 今後のスケジュール 

 

●今後のスケジュール 

時 期  検討・運営事項  備 考 

      

     

14 日 14:00～  懇談会設立に向けての事前担当者会議   

2 月 

   ○これまでの経緯説明 

 ○今後の展開及び検討事案について 

 

  

     

 4 日 10:00～  第 3 回 懇談会準備会   

   ○懇談会議事内容の検討 

 

  

 4 日 14:00～  第 1 回 懇談会   

   ○設立 

 ○これまでの経緯について 

 ○運営要領(案)について 

 ○公募要領(案)について 

 ○今後のスケジュールについて 

 

  

 下旬予定  公募開始(3 月下旬～5月下旬予定)   

平
成
１
９
年
度 

3 月 

     

      

       

4 月 

        

        

 上旬予定  第 2回 懇談会     

   ○本格的な運用に向けて 

  ・講座開催要領の検討・決定 

  ・審査要領の検討・決定 

 

紹
介
に
よ
る
希
望
者
の
選
定 

   

5 月 

        

         

     

 中旬予定  「木津川上流発見講座」開催    

      

 中旬～下旬予定  「河川レンジャー養成講座」開催    

6 月 

     

     

 中旬予定  「プレゼンテーション」開催    

     

 中旬～下旬  第 1回 推薦委員会   

   ○設立 

 ○河川レンジャー候補者の決定 

 ○懇談会への推薦 

 

  

 下旬予定  第 3回 懇談会   

7 月 

   ○河川レンジャーの決定 

 

  

     

  第 1 回 河川レンジャー会議   

平
成
２
０
年
度 

8 月 

   ○設立 
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